
JP 5140657 B2 2013.2.6

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者の臀部を支持する臀部支持部と、前記使用者の足を置く足置き台と、前記使用者
の自重で脚部に作用する負荷が変化するように前記臀部支持部を少なくとも前後方向に揺
動させる臀部揺動手段とを備えた運動補助装置であって、
　前記足置き台を上下方向に傾動させる足部傾動手段を備え、
　前記足部傾動手段は、前記臀部揺動手段による前記臀部支持部の前方動作時に、前記使
用者の膝関節角度が変化しない若しくは広げる方向となるように前記足置き台をその揺動
に連動して傾動させることを特徴とする運動補助装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の運動補助装置において、
　前記足置き台は、前記使用者の両足を個別に配置可能となるよう２つ設けられ、
　前記臀部揺動手段により前記臀部支持部を最前方に揺動させた際に、前記足部傾動手段
により前記各足置き台の内の少なくとも一方の足置き台の後部側が最下位置となるように
傾動されることを特徴とする運動補助装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の運動補助装置において、
　前記足置き台は、前記使用者の両足を個別に配置可能となるように２つ設けられるとと
もに、前記足部傾動手段により前記各足置き台は交互に傾動され、
　前記臀部揺動手段は、前記足部傾動手段により前記各足置き台の内のいずれか一方が上
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下に１往復傾動される度に、前記臀部支持部を１往復揺動させることを特徴とする運動補
助装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の運動補助装置において、
　前記足部傾動手段及び前記臀部揺動手段は、互いに共通の駆動源にて動作可能に構成さ
れたことを特徴とする運動補助装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の運動補助装置において、
　前記足部傾動手段による前記足置き台の傾動回数と前記臀部揺動手段による前記臀部支
持部の前後方向の揺動回数とを前記駆動源からの駆動伝達経路中における減速比により設
定されたことを特徴とする運動補助装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載の運動補助装置において、
　前記臀部支持部には、その高さを調整する高さ調整機構が設けられたことを特徴とする
運動補助装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の運動補助装置において、
　前記臀部支持部には、前記使用者の臀部の支持角度を調整する角度調整機構が設けられ
たことを特徴とする運動補助装置。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の運動補助装置において、
　前記足置き台には、該足置き台に作用する荷重に抗する弾性部材が設けられたことを特
徴とする運動補助装置。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一項に記載の運動補助装置において、
　前記臀部支持部の揺動速度及び前記足置き台の傾動速度を前記使用者により変更可能な
操作部を備えたことを特徴とする運動補助装置。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか一項に記載の運動補助装置において、
　前記臀部支持部の揺動動作の動作量を調節する動作量調節機構を備えたことを特徴とす
る運動補助装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、脚部の運動を行うことができる運動補助装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　脚部の運動を可能とする運動補助装置としては、例えば室内でランニングを可能とする
トレッドミルや自転車の漕ぎ運動を模したフィットネスバイクなどが広く知られている。
トレッドミルやフィットネスバイクのような運動補助装置では、膝関節の屈伸を伴ったり
、膝関節に強い負荷が作用したりすることから、使用者が膝等を痛めている場合には過度
な負荷となり、運動を継続することが難しい。
【０００３】
　このような問題を改善するべく、使用者の膝にかかる負荷を抑えて脚部（特に大腿部）
の運動を可能とする運動補助装置が提案されている（例えば特許文献１参照）。
　特許文献１の運動補助装置は、使用者の臀部を支持する臀部支持部と使用者の足部を支
持する足置き台とを備え、臀部支持部を駆動部によって揺動動作させるようになっている
。このように臀部支持部を揺動動作させることで、使用者の臀部に作用していた使用者の
自重の一部が脚部側に作用するため、脚部の運動を行うことができるようになっている。
また、足置き台と臀部支持部との位置関係が一定となっているため、使用者の膝の角度を
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略一定に保つことが可能となり、膝への負担を抑えつつ脚部である大腿部の筋肉に負荷を
与えることができるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１６８９０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、高齢者や低体力者においては、加齢や体力減少による運動の減少により、足
首等の関節可動域が徐々に狭まってくることが知られている。そして、上記のような補助
運動装置では足首等の関節可動域を広げるような運動を効果的に行うことまでは考慮され
ておらず、この改善が望まれている。
【０００６】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであって、その目的は、膝にかかる
負担を抑えつつ脚部の運動を行うとともに、足首の関節可動域に関する運動を行うことが
できる運動補助装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、使用者の臀部を支持する臀部支
持部と、前記使用者の足を置く足置き台と、前記使用者の自重で脚部に作用する負荷が変
化するように前記臀部支持部を少なくとも前後方向に揺動させる臀部揺動手段とを備えた
運動補助装置であって、前記足置き台を上下方向に傾動させる足部傾動手段を備え、前記
足部傾動手段は、前記臀部揺動手段にて前記臀部支持部を前方に揺動させる際に、前記使
用者の膝関節角度が変化しない若しくは広げる方向となるように前記足置き台を傾動させ
ることをその要旨とする。
【０００８】
　この発明では、足置き台を上下方向に傾動させる足部傾動手段が備えられ、臀部揺動手
段にて臀部支持部を前方に揺動させる際に、使用者の膝関節角度が変化しない若しくは広
げる方向となるように足置き台が足部傾動手段により傾動される。このように、足部傾動
手段を備えて足置き台を前後に傾動可能とすることで、足首の関節を可動させることがで
き、関節可動域に関する運動を行うことができる。また、臀部支持部を揺動させて脚部に
使用者の自重を作用させる際に、膝関節が屈曲して角度が小さくなる方向とならないよう
に足置き台を傾動させることで、膝にかかる負担を抑えて脚部（特に大腿部）の運動を行
うことができる。
【０００９】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の運動補助装置において、請求項１に記載の
運動補助装置において、前記足置き台は、前記使用者の両足を個別に配置可能となるよう
２つ設けられ、前記臀部揺動手段により前記臀部支持部を最前方に揺動させた際に、前記
足部傾動手段により前記各足置き台の内の少なくとも一方の足置き台の後部側が最下位置
となるように傾動されることをその要旨とする。
【００１０】
　この発明では、足置き台は、使用者の両足を個別に置くことができるように２つ以上設
けられる。臀部揺動手段により臀部支持部を最前方に揺動させた際に、足部傾動手段によ
り各足置き台の内の少なくとも一方の足置き台の後部側が最下位置となるように傾動され
るこのように、臀部支持部を最前方に揺動させた際に足置き台の後部側が最も下となる位
置に傾動されることで、臀部支持部を前方に移動させる事で伴う膝関節角度の小さくなる
方向（屈曲方向）への移動を抑えた脚部の運動を行うことができる。また、臀部支持部を
前方へ動作させて使用者の自重を最も作用させたい時に、足置き台の位置が最下位置（移
動不能位置）であるため、使用者の自重を脚部に確実に作用させることができる。
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【００１１】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の運動補助装置において、前記足置き
台は、前記使用者の両足を個別に配置可能となるように２つ設けられるとともに、前記足
部傾動手段により前記各足置き台は交互に傾動され、前記臀部揺動手段は、前記足部傾動
手段により前記各足置き台の内のいずれか一方が上下に１往復傾動される度に、前記臀部
支持部を１往復揺動させることをその要旨とする。
【００１２】
　この発明では、足置き台は、使用者の両足を個別に配置可能となるように２つ設けられ
るとともに足部傾動手段により各足置き台が交互に傾動される。足部傾動手段により各足
置き台の内のいずれか一方が上下に１往復傾動される度に、臀部支持部が臀部揺動手段に
より１往復揺動される。つまり、交互に傾動される２つの足置き台のそれぞれに合わせて
臀部支持部が往復揺動されるため、使用者の片方の脚部に対して使用者の自重の一部を作
用させることができ、両脚に自重の一部を作用させた場合と比較してより効果的な運動効
果を付与することができる。また、交互に足置き台が傾動されるため歩行を模した運動を
行うことができる。
【００１３】
　請求項４に記載の発明は、請求項１～３のいずれか一項に記載の運動補助装置において
、前記足部傾動手段及び前記臀部揺動手段は、互いに共通の駆動源にて動作可能に構成さ
れたことをその要旨とする。
【００１４】
　この発明では、足部傾動手段及び臀部揺動手段が互いに共通の駆動源にて動作可能に構
成されるため、駆動源を複数設ける必要がなくなり、部品点数の増加やコスト増加を抑え
ることができる。
【００１５】
　請求項５に記載の発明は、請求項４に記載の運動補助装置において、前記足部傾動手段
による前記足置き台の傾動回数と前記臀部揺動手段による前記臀部支持部の前後方向の揺
動回数を前記駆動源からの減速比により設定されたことをその要旨とする。
【００１６】
　この発明では、足部傾動手段による足置き台の傾動回数と臀部揺動手段による臀部支持
部の前後方向の揺動回数を駆動源からの駆動伝達経路中における減速比により設定される
。このように、駆動源からの各部までの駆動伝達経路中における減速比により、各部の動
作回数が異なる場合であっても容易に変更することができる。
【００１７】
　請求項６に記載の発明は、請求項１～５のいずれか一項に記載の運動補助装置において
、前記臀部支持部には、その高さを調整する高さ調整機構が設けられたことをその要旨と
する。
【００１８】
　この発明では、臀部支持部に、その高さを調整する高さ調整機構が設けられるため、使
用者の体格（身長）に合わせた運動を行うことが可能となる。
　請求項７に記載の発明は、請求項１～６のいずれか一項に記載の運動補助装置において
、請求項１～６のいずれか一項に記載の運動補助装置において、前記臀部支持部には、前
記使用者の臀部の支持角度を調整する角度調整機構が設けられたことをその要旨とする。
【００１９】
　この発明では、臀部支持部に、使用者の臀部の支持角度を調整する角度調整機構が設け
られるため臀部支持部に作用する使用者の荷重を調整することができ、これにより、脚部
側に作用する負荷を調整することが可能となる。
【００２０】
　請求項８に記載の発明は、請求項１～７のいずれか一項に記載の運動補助装置において
、前記足置き台には、該足置き台に作用する荷重に抗する弾性部材が設けられたことをそ
の要旨とする。
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【００２１】
　この発明では、足置き台に、この足置き台に作用する荷重に抗する弾性部材が設けられ
ため、使用者による踏み込み運動をより好適に行うことができる。
　請求項９に記載の発明は、請求項１～８のいずれか一項に記載の運動補助装置において
、前記臀部支持部の揺動速度及び前記足置き台の傾動速度を前記使用者により変更可能な
操作部を備えたことをその要旨とする。
【００２２】
　この発明では、臀部支持部の揺動速度及び足置き台の傾動速度を使用者により変更可能
な操作部が備えられるため、運動負荷の調整を行うことができる。これにより、使用者個
々によって異なる筋力（体力）に合わせた運動を行うことが可能となる。
【００２３】
　請求項１０に記載の発明は、請求項１～９のいずれか一項に記載の運動補助装置におい
て、前記臀部支持部の揺動動作の動作量を調節する動作量調節機構を備えたことをその要
旨とする。
【００２４】
　この発明では、臀部支持部の揺動動作の動作量を調節する動作量調節機構が備えられる
ため、運動負荷の調整を行うことができる。これにより、使用者個々によって異なる筋力
（体力）に合わせた運動を行うことが可能となる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、膝にかかる負担を抑えつつ脚部の運動を行うとともに、足首の関節可
動域に関する運動を行うことができる運動補助装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】（ａ）は本実施形態における運動補助装置の概略構成を示す側面図であり、（ｂ
）は運動補助装置の概略構成を示すブロック図である。
【図２】運動補助装置の駆動装置について説明するための説明図である。
【図３】（ａ）（ｂ）は、足置き台について説明するための説明図である。
【図４】（ａ）（ｂ）は、角度調整機構について説明するための説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明を具体化した一実施形態を図面に従って説明する。
　図１（ａ）（ｂ）は、運動補助装置の概略構成を示す。本実施形態の運動補助装置１０
は、その基台１１が図示しない床面に載置されるとともに、基台１１に設けられた駆動装
置１２と、この駆動装置１２により揺動される臀部支持部１３と、前記駆動装置１２によ
り傾動される足置き部１４とを備えている。
【００２８】
　図２に示すように駆動装置１２は、駆動源としてのモータ２０と、伝達経路を成す駆動
伝達機構２１とから構成されている。駆動装置１２を構成するモータ２０は、前記基台１
１の前後方向に対して交わる方向に傾倒した状態で固定され、制御手段としての制御部２
２（図１（ｂ）参照）によりその駆動が制御されている。
【００２９】
　駆動伝達機構２１は、モータ２０のウォーム２０ａに噛合して駆動連結される第１ギヤ
２３と、第１ギヤに噛合して駆動連結される第２ギヤ２４とを備え、各ギヤ２３，２４が
モータ２０の駆動により回転されることでその駆動力が臀部支持部１３及び足置き部１４
に伝達されるようになっている。尚、第１ギヤ２３及び第２ギヤ２４の回転数比は２：１
、つまり第２ギヤ２４の直径が第１ギヤ２３の２倍となるように設定されている。
【００３０】
　第１ギヤ２３には、この第１ギヤ２３の径方向略中心において一体回転する回転支軸２
３ａの一端側に偏心クランク部材２３ｂの一端側が接続され、この偏心クランク部材２３
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ｂの他端側には臀部支持部１３と接続される接続部材２３ｃが接続されている。
【００３１】
　一方、第２ギヤ２４には、この第２ギヤ２４の径方向略中心において一体回転する回転
支軸２４ａの両端それぞれに、偏心クランク部材２４ｂの一端側が接続され、この偏心ク
ランク部材２４ｂの他端側には足置き部１４側と接続される接続部材２４ｃが接続されて
いる。
【００３２】
　臀部支持部１３は、基台１１の後部において上方に立設される支柱部１３ａと、この支
柱部１３ａの上部に固定される座部１３ｂとを備え、支柱部１３ａは、その下部の回転軸
１１ａを中心として回動可能に構成されている。また、支柱部１３ａの途中位置には、そ
の支柱部１３ａの長さ、つまり座部１３ｂの高さを変更可能な高さ調整機構１３ｃが設け
られているため、使用者の体格等に合わせて座部１３ｂの高さを調整することができる。
【００３３】
　足置き部１４は、図１及び図２に示すように、基台１１の上面前部から上方に向かって
立設される回動支持部１４ａの上端の回動軸１４ｂを中心として足置き台１４ｃ，１４ｄ
が傾動可能に構成されている。尚、足置き台１４ｃ，１４ｄは、右足用の足置き台１４ｃ
と、左足用の足置き台１４ｄとでなり、一方の足置き台１４ｃ，１４ｄが最上位置にある
場合には、他方の足置き台１４ｃ，１４ｄが最下位置となるように構成されている。
【００３４】
　また、左右の足置き台１４ｃ，１４ｄの間には、図１に示すように所定高さに操作部３
０が設けられており、この操作部３０は使用者により操作されて前記制御部２２に対して
モータ２０の回転速度の調整等の特定の操作を行うものである。また、操作部３０の左右
方向（図１において紙面直交方向）両側に延設されるハンドル部３１が設けられている。
【００３５】
　上記のように構成された運動補助装置１０では、使用者による操作部３０の操作により
スタートスイッチ（図示略）が押圧操作されると、制御部２２はモータ２０に電力を供給
して回転させる。これに伴い、モータ２０と駆動連結される駆動伝達機構２１が動作して
足置き台１４ｃ，１４ｄが傾動動作されるとともに、臀部支持部１３が前後方向に揺動動
作するようになっている。
【００３６】
　ここで、本実施形態の運動補助装置１０では駆動伝達機構２１を構成する第１ギヤ２３
及び第２ギヤ２４の回転数比が前述したように２：１となっている。このため、第１ギヤ
２３の回転駆動が回転支軸２３ａ、偏心クランク部材２３ｂ及び接続部材２３ｃを介して
伝達されて臀部支持部１３が前後方向への揺動動作を２往復行うと、第２ギヤ２４が１回
転され、各足置き台１４ｃ，１４ｄが交互に１回ずつ上下に傾動するようになっている。
そして、臀部支持部１３が前方に動作されると、各足置き台１４ｃ，１４ｄの内の一方の
足置き台１４ｃ，１４ｄの後部１４ｅが回動軸１４ｂを中心として最下位置まで傾動され
、他方の足置き台１４ｃ，１４ｄの後部１４ｅが回動軸１４ｂを中心として最上位置まで
傾動される。この時、使用者の自重の一部が最下位置まで傾動されたいずれか一方の足置
き台１４ｃ，１４ｄ側に作用することで脚部（大腿部）Ｔの運動をより効果的に行えるよ
うになっている。
【００３７】
　また、使用者の自重の一部が作用する足置き台１４ｃ，１４ｄの後部１４ｅが最下位置
まで傾動されるため、臀部支持部１３が前方に動作される際に膝関節角度θを維持若しく
は広げる方向（脚部全体が直線状となる方向）、つまり使用者の膝関節が屈曲されず、膝
にかかる負担を抑えた脚部Ｔの運動を行うことができるようになっている。尚、本実施形
態の運動補助装置１０では、膝関節角度θが常時１３０度以上となるように設定されてい
る。
【００３８】
　また、足置き台１４ｃ，１４ｄが傾動されるため、足首の関節を可動させることができ
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、足首の関節可動域を広げる足首の運動を行うことができる。また、臀部支持部１３が最
前方に揺動して使用者の自重の一部が最も作用する際に、いずれか一方の足置き台１４ｃ
，１４ｄがそれ以上傾動しない最下位置であるため、使用者の自重を脚部Ｔに対してより
確実に作用させることができる。また、操作部３０によりモータ２０の回転速度、つまり
臀部支持部１３の揺動速度及び足置き台１４ｃ，１４ｄの傾動速度を調整が可能とされて
いるため、使用者の好みや使用者の筋力（体力）に合わせた運動を行うことができるよう
になっている。
【００３９】
　次に、本実施形態の特徴的な作用効果を記載する。
　（１）足置き台１４ｃ，１４ｄを上下方向に傾動されるよう構成され、駆動装置１２に
より臀部支持部１３を前方に揺動させる際に、使用者の膝関節角度θが変化しない若しく
は広げる方向となるように足置き台１４ｃ，１４ｄが傾動される。このように、足置き台
１４ｃ，１４ｄを前後に傾動可能とすることで、使用者の足首の関節を可動させることが
でき、関節可動域に関する運動を行うことができる。また、臀部支持部１３を揺動させて
脚部Ｔに使用者の自重を作用させる際に、膝関節が屈曲して角度が小さくなる方向となら
ないように足置き台１４ｃ，１４ｄを傾動させることで、膝にかかる負担を抑えて脚部（
特に大腿部）Ｔの運動を行うことができる。
【００４０】
　（２）足置き台１４ｃ，１４ｄは、使用者の両足を個別に置くことができるように２つ
設けられる。駆動装置１２により臀部支持部１３が最前方に揺動された際に、駆動装置１
２により各足置き台１４ｃ，１４ｄの内のいずれか一方の足置き台１４ｃ，１４ｄの後部
１４ｅ側が最下位置となるように傾動される。このように、臀部支持部１３を最前方に揺
動させた際に足置き台１４ｃ，１４ｄの後部１４ｅ側が最も下となる位置に傾動されるこ
とで、臀部支持部１３を前方に移動させる事で伴う膝関節角度θの小さくなる方向（屈曲
方向）への移動を抑えた脚部Ｔの運動を行うことができる。また、臀部支持部１３を前方
へ動作させて使用者の自重を最も作用させたい時に、足置き台１４ｃ，１４ｄの位置が最
下位置（移動不能位置）であるため、使用者の自重を脚部Ｔに確実に作用させることがで
きる。
【００４１】
　（３）足置き台１４ｃ，１４ｄは、使用者の両足を個別に配置可能となるように２つ設
けられるとともに駆動装置１２により各足置き台１４ｃ，１４ｄが交互に傾動される。駆
動装置１２により各足置き台１４ｃ，１４ｄの内のいずれか一方が上下に１往復傾動され
る度に、臀部支持部１３が駆動装置１２により１往復揺動される。つまり、交互に傾動さ
れる２つの足置き台１４ｃ，１４ｄのそれぞれに合わせて臀部支持部１３が往復揺動され
るため、使用者の片方の脚部に対して使用者の自重の一部を作用させることができ、両脚
に自重の一部を作用させた場合と比較してより効果的な運動効果を付与することができる
。また、交互に足置き台１４ｃ，１４ｄが傾動されるため歩行を模した運動を行うことが
できる。
【００４２】
　（４）足部傾動手段及び臀部揺動手段を構成する駆動装置１２が１つの駆動源としての
モータ２０にて動作可能に構成されるため、モータ２０を複数設ける必要がなくなり、部
品点数の増加やコスト増加を抑えることができる。
【００４３】
　（５）足置き台１４ｃ，１４ｄの傾動回数と臀部支持部１３の前後方向の揺動回数とを
モータ２０からの駆動伝達経路としての駆動伝達機構２１の第１ギヤ２３及び第２ギヤ２
４の減速比により設定される。このように、モータ２０からの臀部支持部１３及び足置き
台１４ｃ，１４ｄまでの駆動伝達経路中である第１ギヤ２３及び第２ギヤ２４の減速比に
より、臀部支持部１３及び足置き台１４ｃ，１４ｄの動作回数が異なる場合であっても容
易に変更することができる。
【００４４】
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　（６）臀部支持部１３に、その高さを調整する高さ調整機構１３ｃが設けられるため、
使用者の体格（身長）に合わせた運動を行うことが可能となる。
　（７）臀部支持部１３の揺動速度及び足置き台１４ｃ，１４ｄの傾動速度を使用者によ
り変更可能な操作部３０が備えられるため、運動負荷の調整を行うことができる。これに
より、使用者個々によって異なる筋力（体力）に合わせた運動を行うことが可能となる。
【００４５】
　尚、本発明の実施形態は、以下のように変更してもよい。
　・上記実施形態では、足置き台１４ｃ，１４ｄの傾動動作と臀部支持部１３の揺動動作
とを駆動装置１２（駆動伝達機構２１）にて連動動作するよう構成したが、これに限らな
い。例えば、足置き台１４ｃ，１４ｄ用の駆動源と、臀部支持部１３用の駆動源とを設け
、これら各駆動源を制御部２２にて制御して傾動動作及び揺動動作を連動させる構成を採
用してもよい。
【００４６】
　・上記実施形態では、臀部支持部１３の揺動動作と足置き台１４ｃ，１４ｄの傾動動作
とを互いに直接駆動連結（噛合）される２つのギヤ２３，２４のギヤ比（減速比）にて決
定するよう構成したが、これに限らない。例えば駆動源としてのモータ２０からの駆動伝
達経路中（駆動伝達機構２１）において直接駆動連結されない構成におけるギヤ比や減速
比によって各種動作を規定する構成を採用してもよい。
【００４７】
　・上記実施形態では、臀部支持部１３の座部１３ｂの位置（高さ）を調整する高さ調整
機構１３ｃを設ける構成を採用したが、高さ調整機構１３ｃを省略、つまり座部１３ｂの
後端位置における高さを一定とした構成を採用してもよい。
【００４８】
　・上記実施形態では、特に言及していないが、図３（ａ）（ｂ）に示すように足置き台
１４ｃ，１４ｄの下部に固定板４０を設け、この固定板４０の前後方向途中位置に凹部４
０ａを形成し、この凹部４０ａにばね部材４１を設けて各足置き台１４ｃ，１４ｄ側（照
射側）に反発力を生じさせる構成を採用してもよい。このように、ばね部材４１を各足置
き台１４ｃ，１４ｄの下部に設けることで、足置き台１４ｃ，１４ｄに作用する荷重に抗
する反発力が生じるため、使用者による各足置き台１４ｃ，１４ｄの踏み込み時において
、より効果的な運動を行うことができる。
【００４９】
　・上記実施形態では、特に言及していないが、臀部支持部１３の揺動動作の動作量を調
節する動作量調節機構を備える構成を採用してもよい。動作量調整機構としては、例えば
モータ２０の駆動量を調整したり、接続部材２３ｃの臀部支持部１３との接続位置や長さ
を変更したりするなどが考えられる。尚、モータ２０の駆動量を調整する方法としては、
操作部３０に例えば駆動量調整スイッチを設け、このスイッチが使用者によって押圧操作
されることで、モータ２０の駆動量（回転量）が制御部２２にて制御される方法が考えら
れる。前述したように、臀部支持部の揺動動作の動作量を調節する動作量調節機構が備え
ることで、運動負荷の調整を行うことができ、使用者個々によって異なる筋力（体力）に
合わせた運動を行うことが可能となる。
【００５０】
　・上記実施形態では、特に言及していないが、例えば図４（ａ）（ｂ）に示すように座
部１３ｂの角度を可変とする角度調整機構４５を設ける構成を採用してもよい。角度調整
機構４５としては次のような構成が考えられる。図４（ａ）（ｂ）に示すように、支柱部
１３ａの上部において回動可能に設けられる座部支持部材４５ａの上部に座部１３ｂが設
けられるとともに、座部支持部材４５ａの後部の上下方向において複数の係合凹部４５ｂ
が形成される。そして、レバー４５ｃにて回動軸４５ｄを中心として回動される係合凸部
４５ｅが前記係合凹部４５ｂと係合されることで座部１３ｂの角度が固定される。そして
、レバー４５ｃが使用者により操作されて係合凹部４５ｂが前記係合凸部４５ｅとの係合
状態が解除されることで座部１３ｂの角度を変更でき、再び係合凹部４５ｂと前記係合凸



(9) JP 5140657 B2 2013.2.6

10

部４５ｅとが係合されることで、任意の角度で座部１３ｂを固定させることができるよう
になっている。このように臀部支持部１３に、使用者の臀部の支持角度を調整する角度調
整機構４５が設けられるため臀部支持部１３に作用する使用者の荷重を調整することがで
き、これにより、脚部Ｔ側に作用する負荷を調整することが可能となる。
【００５１】
　・上記実施形態では、モータ２０の回転速度を変更することで臀部支持部１３の揺動速
度及び足置き台１４ｃ，１４ｄの傾動速度を調整可能に構成したが、これに限らず、モー
タ２０の回転速度を一定として前記揺動速度及び傾動速度を一定とした構成を採用しても
よい。
【符号の説明】
【００５２】
　１０…運動補助装置、１２…足部傾動手段及び臀部揺動手段を構成する駆動装置、１３
…臀部支持部、１３ｃ…高さ調整機構、１４ｃ，１４ｄ…足置き台、１４ｅ…後部、２０
…駆動源としてのモータ、２１…伝達経路としての駆動伝達機構、３０…操作部、４１…
弾性部材としてのばね部材、４５…角度調整機構、Ｔ…脚部（大腿部）、θ…膝関節角度
。

【図１】 【図２】
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【図４】
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